
京都府立特別支援学校スクールバス運行業務従事者基準書 

 

 

１ 運行に従事する者 

下記の要件をすべて満たす者 

(1) 大型自動車免許又は大型自動車第二種免許を有する者  

(2) 旅客自動車運送業務に係る事業用自動車（ただし、バスに限る。）又は特別

支援学校等のスクールバスの運転経験を有する者が望ましい。  

(3) 運転履歴に見合った事業主が主催する安全運転教育を受けている者  

(4) 良好な健康状態を健康診断等で証明できる者  

(5) 65 歳以上である場合は、旅客自動車運送事業運輸規則第 38 条第２項に規

定する国土交通大臣が認定する適性診断（適齢診断）などの結果が良好である

者 

(6) 原則として、委託期間を通じて運転することが可能な者が望ましい。  

(7) 児童生徒の障害に対する理解を深めるため、学校が実施する研修等に参加で

きる者 

 

２ 介助に従事する者 

(1)  介助職員は、その総数の１／２以上は次のいずれかの資格又は経験を有する

こと。 

ア 教員免許を有する者 

イ 福祉系大学を卒業した者 

ウ 保育士免許を有する者 

エ ホームヘルパー１級、ホームヘルパー２級、又はホームヘルパー３級の資

格を有する者 

オ 介護福祉士の資格を有する者 

カ 介護支援専門員の資格を有する者 

キ 社会福祉士の資格を有する者 

ク 精神保健福祉士の資格を有する者 

ケ ケアマネ－ジャーの資格を有する者 

コ 看護師の資格を有する者 

サ 理学療法士、作業療法士の資格を有する者 

シ 次に掲げるいずれかの施設において通算１年以上の介護経験を有する者  

(ｱ) 有料老人ホーム 

(ｲ) 軽費老人ホームＡ型 

(ｳ) 軽費老人ホームＢ型 

(ｴ) 養護老人ホーム 

(ｵ) 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

(ｶ) グループホーム（認知症高齢者グループホーム）  

(ｷ) ケアハウス（軽費老人ホームＣ型） 

(ｸ) 短期入所生活介護施設（ショートステイ） 



(ｹ) 短期入所療養介護施設（ショートステイ） 

(ｺ) 老人デイサービスセンター 

(ｻ) 訪問看護ステーション 

(ｼ) 高齢者生活福祉センター 

(ｽ) 在宅介護支援センター 

(ｾ) 上記以外の介護福祉施設 

ス 次に掲げるいずれかの施設において通算１年以上の指導経験を有する者  

(ｱ) 保育所 

(ｲ) 乳児院 

(ｳ) 児童厚生施設 

(ｴ) 児童養護施設 

(ｵ) 知的障害児施設 

(ｶ) 知的障害児通所施設 

(ｷ) 盲ろうあ児施設 

(ｸ) 肢体不自由児施設 

(ｹ) 重度心身障害児施設 

(ｺ) 情緒障害児短期治療施設 

(ｻ) 児童自立支援施設 

(ｼ) 児童家庭支援センター 

(ｽ) 上記以外の児童福祉施設 

セ 特別支援学校のスクールバスで通算１年以上の介助経験を有する者  

(2) 介助職員は、原則として委託期間を通じて同一の者が業務にあたること  

(3) 児童生徒の障害に対する理解を深めるため、学校が実施する研修等に参加できる

者 


